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神奈川労働局長による建設現場パトロールを実施します 

―６月２４日（火）午前に実施― 

神奈川労働局（労働局長 児屋野 文男）において、第 98 回全国安全週間の労働災害

防止対策の一環として、神奈川労働局長による建設現場パトロールを実施します。 
 

１ 趣旨 

神奈川労働局管内の建設業の労働災害について、令和 6 年の休業４日以上の死傷者数は、新型コロナウ

イルス感染症を除いて（以下同じ。）729 人と、前年の 774 人から 5.8%減少し、死亡者数についても、

12 人となり、前年の 16 人から減少しました。 

しかしながら、本年に入り、建設現場での爆発災害や、建設重機が転倒し巻き込まれる災害など、死亡

者数は、すでに７人となっております。（５月末現在） 

また、本年６月に施行された改正労働安全衛生規則により、熱中症予防対策について強化され、各建設

現場において熱中症を重篤化させないための対応に取り組んでいただく必要があります。 

そこで、神奈川労働局では、本年も全国安全週間(７月 1 日から７月 7 日まで)を迎えるに当たり､労働

局長が直接指揮をとり、建設現場における墜落・転落を始めとする各種労働災害防止、熱中症予防対策等

を推進する趣旨で、建設現場パトロールを公開実施することとしました。 

 

２ パトロールの概要（公開現場） 

（１）日  時  令和７年６月２４日(火)午前 10 時から午前 11 時 10 分まで（予定） 

（報道関係者集合時刻：午前 10 時 集合場所:別添案内図参照） 

（２）パトロール対象現場 

現場(実施時刻：午前10時05分から午前11時10分ごろ) 

名称 株式会社熊谷組 首都圏支店 （仮称）北仲通北地区 Ｂ－１地区計画新築工事 

（３）実 施 者  

神奈川労働局(神奈川労働局長、安全課・健康課担当、横浜南労働基準監督署長ほか) 

建設業労働災害防止協会神奈川支部長ほか 

 

３ 取材上の留意事項 

建設工事現場に入っての同行取材となることから、安全確保等の観点上、事前申し込みが必要です。

取材を御希望の方は、別紙期限(６月20日17:00)までに担当までお申し込みください。なお、工事現

場内でのカメラ・写真撮影等について、工事現場係員の指示に従ってください。また、取材にあたっ

ては、必要最小限の人数でお願いします。（全部で５社程度とさせていただきます。） 

 

４ 配布資料 「建設現場パトロールのスケジュールについて」 

 

 

 

担 

 

当 

令和７年６月 13日 

【照会先】 

神奈川労働局 労働基準部 安全課 

安 全 課 長   塚田和男 

主任地方産業安全専門官  田代克也 

地方産業安全専門官   小野純一 

 電 話 045－211－7352 



（別紙） 

 

 
令和７年６月  日 

（取 材 申 込 日） 

神奈川労働局 労働基準部 

 安 全 課  御中 

 

 令和７年６月 24 日（火）に実施される神奈川労働局長による建設現場安全パトロー

ルについて、下記のとおり取材申込を行います。 

 

記 

 

会社・支店（支局）名 
 

参加記者職氏名 
 

連絡先(電話番号、e-mail アドレス) 

 

保護帽（ヘルメット）の持参 する ・ しない 

 

 

準備等の都合がございますので、６月 20 日（金）午後 5 時までに御連絡をお願いいたします。 

 

 

 

(別添１－１) 

 

 

 

 

 

 

 

取 材 申 込 書 

担当 神奈川労働局労働基準部安全課 安全専門官 小野

mail：ono-junichi.ws8@mhlw.go.jp                

電話：045-211-7352 



 

 

 

建設現場パトロールのスケジュールについて 

 

１ パトロール先 

株式会社熊谷組 首都圏支店 （仮称）北仲通北地区 Ｂ－１地区計画新築工事 

横浜市中区海岸通５－25－１ 

２ 日  時： 令和７年６月 24 日（火） 

午前 10 時から午前 11 時 10 分（予定） 

 

３ 集合場所： ※別添案内図参照 

    工事用ゲートからの入場ではないので、現場事務所入口に集合してください。 

    現場事務所入口の前は公園になっています。工事現場に駐車場の用意はありま

せん。 

 

４ スケジュール 

① 10：00      現地集合時間 

② 10：05～10：15  概況説明等     【取材できます。】 

③ 10：15～10：45   現場パトロール【同行取材可能です。】 

            ＊ただし、作業構台上から取材とします。 

④ 10：50～11：10  神奈川労働局長、横浜南署長、建災防神奈川支部長による講評、 

 安全課、健康課説明 【取材できます。】 

 ※集合場所、集合時刻、取材範囲等は現場の状況により変更することがあります。 

 

５ 取材時における留意事項 

  工事現場内では、神奈川労働局職員及び現場職員の指示に従うほか、以下の事項に

ご留意願います。 

（１）工事現場内でのカメラ・写真撮影等については、係員の指示に従ってください。 

（２）腕章等報道関係者であることを明示するものの着用をお願いします。 

（３）現場パトロールに同行される場合、靴はサンダル、パンプスやヒールの高いもの

は避け、運動靴など動きやすいものでお願いします。 

（４）上記の他、パトロール先の建設現場の管理上の指示に従い、取材をお願いしま 

す。 

（５）保護帽（ヘルメット）をお持ちの場合はご持参ください（用意ができない場合に

はお申し出ください）。 

 

６ その他 

  安全確保等の観点から取材には事前申し込みが必要です。 

  別紙の「取材申込書」を令和７年６月 20 日（金）午後 5 時までに以下の担当者ま

で e-mail 等で御提出ください。 

 
連絡先：神奈川労働局労働基準部安全課（℡045-211-7352 内線 6055）担当 小野 

ono-junichi.ws8@mhlw.go.jp 




